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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成30年10月18日(2018.10.18)

【公表番号】特表2016-531210(P2016-531210A)
【公表日】平成28年10月6日(2016.10.6)
【年通号数】公開・登録公報2016-058
【出願番号】特願2016-520187(P2016-520187)
【国際特許分類】
   Ｄ０１Ｆ   2/00     (2006.01)
   Ｄ０１Ｆ   2/06     (2006.01)
   Ｄ０３Ｄ  15/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ  15/42     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ  15/28     (2006.01)
   Ｄ０４Ｂ   1/14     (2006.01)
   Ｄ０４Ｂ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０１Ｆ    2/00     　　　Ｚ
   Ｄ０１Ｆ    2/06     　　　Ｚ
   Ｄ０３Ｄ   15/00     　　　Ａ
   Ａ６１Ｌ   15/42     １００　
   Ａ６１Ｌ   15/28     ２００　
   Ｄ０４Ｂ    1/14     　　　　
   Ｄ０４Ｂ   21/00     　　　Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成30年9月5日(2018.9.5)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
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【表１】

 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キサントゲネート法を用いた高吸収性多糖類繊維の製造方法であって、繊維形成性物質
は、セルロースおよびα（１→３）－グルカンの混合物を含み、前記繊維形成性物質にお
ける前記α（１→３）－グルカンの含有率は１０重量％～４５重量％であり、前記高吸収
性多糖類繊維は９０％以上の保水容量を有する、高吸収性多糖類繊維の製造方法。
【請求項２】
　前記方法が、ビスコース法である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記α（１→３）－グルカンの少なくとも９０％はヘキソース単位であり、前記ヘキソ
ース単位の少なくとも５０％がα（１→３）‐グリコシド結合によって結合している、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記繊維がステープルファイバーまたは連続フィラメントである、請求項１～請求項３
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のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　キサントゲネート法を用いて製造された高吸収性多糖類繊維であって、繊維形成性物質
として、セルロースおよびα（１→３）－グルカンを含み、前記繊維形成性物質における
前記α（１→３）－グルカンの含有率は１０重量％～４５重量％であり、前記高吸収性多
糖類繊維は９０％以上の保水容量を有する、高吸収性多糖類繊維。
【請求項６】
　前記α（１→３）－グルカンの少なくとも９０％はヘキソース単位であり、前記ヘキソ
ース単位の少なくとも５０％がα（１→３）‐グリコシド結合によって結合している、請
求項５に記載の繊維。
【請求項７】
　前記繊維がステープルファイバーまたは連続フィラメントである、請求項５又は請求項
６に記載の繊維。
【請求項８】
　不織布、衛生製品、ならびにその他の吸収性不織布製品および紙の製造のための請求項
５に記載の繊維の使用。
【請求項９】
　繊維製品の製造のための請求項５に記載の繊維の使用。
【請求項１０】
　前記繊維製品は、糸、織布、または編地である請求項９に記載の繊維の使用。


	header
	written-amendment

